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宇多津町の給与・定員管理等について  

１ 総括  

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区 分  

 

住民基本台帳人口  

     (22年度末)  

 歳 出 額  

        Ａ

実質収支

 

人 件 費

      Ｂ

人件費率  

 Ｂ／Ａ  

(参考)  

21年度の人件費率

 

22年度  

 

              人  

1 7 , 5 1 8  

      千円

6 , 4 1 1 , 3 8 6

    千円

4 3 2 , 9 1 1

    千円

1 , 0 5 1 , 7 3 1

      ％  

1 6 . 4  

              ％

1 7 . 2  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区 分  

 

職員数  

    Ａ  

給     与     費  一人当たり  

給与費 B / A  

 

 

 

 

( 参 考 ) 類 似 団 体 平 均       

  給  料  職員手当   期 末 ･ 勤 勉 手 当 計 Ｂ

22年度  

 

    人  

1 1 7  

    千円  

4 6 3 , 3 1 6  

    千円

6 3 , 0 7 7

    千円  

1 6 3 , 9 9 7

    千円

6 9 0 , 3 9 0

       千円  

5 , 9 0 1  

         千円 

5 , 7 3 3  
   （注）１ 職員手当には退職手当を含まない。  

 ２ 職員数は、２２年４月１日現在の人数である。  

 

 (3) 特記事項  

   な し  

 

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）  
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    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の  
給与水準を示す指数である。  

   ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を  

          単純平均したものである。 
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２ 一般行政職給料表の状況（２３年４月１日現在）  

 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

1 号級の給料月額 135,600 円 185,800 円 222,900 円 261,900 円 289,200 円 320,600 円

最高号級の給料月額 243,700 円 309,200 円 356,400 円 390,100 円 402,500 円 424,600 円

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。 

     

 

 

３ 職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２３年４月１日現在） 

    ①一般行政職                                                                           

  

 

 

 

 

 

区 分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額

 

平均給与月額

 

平均給与月額  

（国ベース）  

宇多津町       46.2歳       346,308円    397,458円     361,400円  

香川県      44.5歳       345,118円     405,667円    365,467円  

国       42.3歳       327,205円      ―      397,723円  

 類似団体       43.1歳       323,344円     377,923円     351,123円  
                                                                                            

  ②技能労務職                                                                         

区 分 

宇多津町 民間 

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

対応する似 

職種 
平均年齢 

平均給与 

月額 

 宇多津町 45.3 歳 20 人    304,343 円 326,308 円 ―  ―  ―  ―  

  うち用務員  39.8 歳 3 人    289,333 円   299,424 円 ―  用務員 53.8 歳  209,700 円

  うち清掃職員 
 45.7 歳 15 人    317,404 円   325,557 円 ―  

廃棄物処理

従業員 
44.6 歳  290,600 円

 香川県  53.8 歳 70 人   355,625 円  378,421 円  366,138 円 ―  ―  ―  

 国  49.5 歳 3,689 人   283,862 円 ―  321,662 円 ―  ―  ―  

 類似団体  48.3 歳 13 人   287,269 円  311,840 円  300,179 円 ―  ―  ―  

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されている香川県民間賃金のデータを使用している。 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものでは

ない。 

（注）１ 「平均給料月額」とは、２３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均であ

る。  

     ２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時      

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査      

において明らかにされているものである。  

        また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手     

当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベー      

スで再計算したものである。 
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 (2) 職員の初任給の状況（２３年４月１日現在） 

区    分  宇 多 津 町  香川県  国    

  

  

  

  

一般行政職  

 

大 学 卒  172,200 円 178,800円         172,200円

高 校 卒       140,100 円    144,500円          140,100円

技能労務職  

 

高 校 卒      140,100 円     133,100円             － 

中 学 卒       126,800 円 125,400円             － 

 (注 )  国の一般行政職の初任給は、Ⅱ種採用者のものである。 

 

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２３年４月１日現在）  

    区    分  経験年数 10年以上～ 15年未

満  

経 験年数 15年以上～ 20年未

満 

経 験年数 20年以上～ 25年未

満  

一般行政職  

 

大 学 卒            274,800円            299,900円            352,100円

高 校 卒            ***    円            ***  円            293,700円

技能労務職  

 

高 校 卒            232,800円            271,400円            298,100円

中 学 卒            ***    円            210,800円            288,400円

 

４ 一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数の状況（２３年４月１日現在） 
区 分  標準的な職務内容 職員数  構成比  

 
 
 
 

１ 級  主 事 補 ・ 主 事 ・ 保 育 士 ・ 教 諭        5人 
 

        ％
 7 . 1  

２ 級  
・ 主 任 主 事  
・ 相 当 高 度 な 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 保 育 士  
・ 相 当 高 度 な 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 教 諭  

       2人 
 
 
 

      2.9％

３ 級  
・ 主 査  
・ 高 度 な 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 保 育 士  
・ 高 度 な 知 識 又 は 経 験 を 必 要 と す る 教 諭  

      17人 
 
 

     24.3％

４ 級  主 任 ・ 主 任 保 育 士 ・ 主 任 教 諭 ・ 係 長        19人 
 
     27.1％

５ 級  副 所 長 ・ 副 園 長 ・ 所 長 ・ 園 長 ・ 副 主 幹 ・ 課 長 補 佐
      12人 

  
     17.1％

 

６ 級  課 長        15人 
 
     21.4％

  （ 注）１ 宇多津町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
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 (2) 昇給への勤務成績の反映状況  

 宇 多 津 町 職 員 人 事 考 課 制 度 実 施 要 領 に 基 づ き 、 考 課 基 準 日 で あ る 6月 1日 、 12月 1日 に

お け る 点 数 の 平 均 点 に よ り 、 昇 給 へ 勤 務 成 績 を 反 映 さ せ て い る 。  
 

 

５ 職員の手当の状況  

 (1) 期末手当・勤勉手当  

  

 
 

  

 

 

  
 

 

 

 

宇多津町  香 川 県  国  

1人当たり平均支給額 (22年度 ) 

      １，４３１千円  

1人当たり平均支給額 (22年度 ) 

      １，６３１千円  

－  

 
（２２年度支給割合）  
 期末手当      勤勉手当  

2.60 月分       1 . 3 5  月分  

 (1.45)月分      (0.65)月分  

（２２年度支給割合）  
 期末手当      勤勉手当  
  2.60 月分      1.35  月分

 (1.45)月分     (0.65)月分  

（２２年度支給割合）         

 期末手当      勤勉手当  
  2.60 月分      1.35  月分  

 (1.45)月分     (0.65)月分  
 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

･役 職 加 算   5～ 1 5％  

 

 

 （加算措置の状況）  

 職制上の段階、職務の級等による加算措置             

･役 職 加 算   5～ 2 0％  

･管 理 職 加 算  1 0～ 2 5％  

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

･役 職 加 算  5～ 2 0％  

･役 職 加 算  1 0～ 2 5％  
 （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  

 

  【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）  

宇 多 津 町 職 員 人 事 考 課 制 度 実 施 要 領 に 基 づ き 、 考 課 基 準 日 で あ る 6月 1日 、 12月 1

日 に お け る 点 数 に よ り 、 勤 勉 手 当 へ 勤 務 成 績 を 反 映 さ せ て い る 。  
  

(2) 退職手当（２３年４月１日現在）                                             

 
 
 
 
 
 

 

  

宇 多 津 町              国    
  
  
  
  
  
  
   

（支給率）       自己都合  勧奨・定年  
勤 続 2 0 年           23.50 月分  30.55 月分  
勤 続 2 5 年           33.50 月分  41.34 月分  
勤 続 3 5 年           47.50 月分  59.28 月分  
最高限度額      59.28 月分  59.28 月分  
その他の加算措置  
定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 ( 2 %～ 2 0％ 加 算 )  

一 人 当 た り 平 均 支 給 額   2 0， 8 1 7千 円  

（支給率）       自己都合  勧奨・定年

勤 続 2 0 年           23.50 月分  30.55 月分  
勤 続 2 5 年           33.50 月分  41.34 月分  
勤 続 3 5 年           47.50 月分  59.28 月分  
最高限度額      59.28 月分  59.28 月分  
その他の加算措置  
定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 ( 2 %～ 2 0％ 加 算 )  

 

 

 (3) 地域手当  

   支給なし 
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 (4) 特殊勤務手当（２２年４月１日現在） 

支給実績（２２年度決算）                                   348千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算）                                    34.8千円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（２２年度）                                     14.3％  

手当の種類（手当数）  6  

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業

務  

左記職員に対する支給単価  

伝染病防疫作業に従事

する職員の特殊勤務手

当  

伝 染 病 防 疫 作 業 に 従 事 す

る 職 員 が 伝 染 病 の 発 生 又

は 発 生 の お そ れ が あ る 場

合 で 伝 染 病 患 者 若 し く は

疑 い の あ る 患 者 の 救 護 等

の 作 業 又 は 家 畜 に 対 す る

防 疫 作 業  

一 般 行 政 職  500円以内/件(1件増すごとに200円)  

用 地 交 渉 等 業 務 手

当  

職 員 が 土 地 の 取 得 、 又 は

漁 業 権 に 係 る も の に 関 し

て 現 地 で 交 渉 に 従 事  

一 般 行 政 職  1 , 0 0 0円 /日 (深 夜 1 , 3 0 0円 )  

行 旅 病 人 等 収 容 作

業 従 事 職 員 特 殊 勤

務 手 当  

行 旅 病 人 又 は 行 旅 死 亡 人

の 収 容 作 業 に 従 事  

一 般 行 政 職  500円以内/件（死亡1,000円以内/件) 

 

自 動 車 等 整 備 手 当  公 用 車 の 運 転 及 び 整 備 業

務 に 従 事  

技 能 職  3,000円以内/月 

犬 、ね こ 等 死 体 収 容

作 業 従 事 職 員 特 殊

勤 務 手 当  

住 民 生 活 課 に 勤 務 す る 職

員 に し て 、 犬 、 ね こ 等 死

体 収 集 作 業 に 従 事  

技 能 職  700円 /件 

一 般 職 の 職 員 で 町

長 に お い て 特 に 必

要 と 認 め ら れ る も

の の 特 殊 勤 務 手 当  

職 員 が そ の 職 務 を 遂 行 す

る に あ た り 著 し く 危 険 、

不 快 、 不 健 康 又 は 困 難 な

勤 務 そ の 他 著 し く 特 殊 な

勤 務 で 給 与 上 特 別 な 考 慮

を 必 要 と し 、 か つ 、 そ の

特 殊 性 を 給 料 で 考 慮 す る

こ と が 適 当 で な い と 認 め

ら れ る も の に 従 事  

一 般 行 政 職  給料月額の3/100以内 

 （注） 特殊勤務手当の支給実績については普通会計決算ベ－スによる 

 

 (5) 時間外勤務手当  

支 給 実 績 ( 2 2年 度 決 算 )              ２ ２ ， ０ ７ ３ 千円

職員１人当たり平均支給年額 (22年
度決算 ) 

                 １ ９ １ 千円

支 給 実 績 ( 2 1年 度 決 算 )              １ ９ ， ３ ７ ７ 千円

職員１人当たり平均支給年額 (21年
度決算 ) 

                 １ ６ ７ 千円

（注） 時間外勤務手当の支給実績については普通会計決算ベ－スによる 

 



- 6 -

 

 (6) その他の手当（23 年４月１日現在） 

 
手 当 名  

 
内容及び支給単価  

国 の 制 度

と の 異 動

国 の 制 度 と 異

な る 内 容  

支 給 実 績  

( 2 2年 度 決 算 )  

支給職員１人当たり

平 均 支 給 年 額

（22年度決算）  
 扶 養 手 当      配 偶 者 1 3 , 0 0 0円 、

そ の 他 6 , 5 0 0円 、

１ 人（ 配 偶 者 な し

） 1 1 , 0 0 0円 、 特 定

期 間 加 算 5 , 0 0 0円  

同   11,812千円  229千円

 住 居 手 当      1 2 , 0 0 0円 を 超 え 2
3 , 0 0 0円 以 下 （ 家

賃 - 1 2 , 0 0 0円 ） 、 2
3 , 0 0 0円 を 超 え 5 5 ,
0 0 0円 未 満（ 家 賃 -
2 3 , 0 0 0円 × 1 / 2 + 1 1
, 0 0 0円 ） 、 家 賃 5 5
, 0 0 0円 以 上 ( 2 7 , 0 0
0円 )  

同   3,108千円  307千円

 通 勤 手 当      略  同   3,744千円  71千円

 管理職手当  本 庁 の 課 長 6 0 , 3 0

0円 本 庁 の 課 長 補

佐 3 9 , 3 0 0円  

異  左 記 の と お り 17,878千円  578千円

 

６ 特別職の報酬等の状況（２３年４月１日現在）  
区     分  給 料 月 額 等                     

給  
  
料  

町     長  
 
副  町  長  

              384,500 円  
              (769,000 円)  
               596,000 円  

（参考）類似団体における最高／最低額  
       860,000 円／ 505,000 円  
       715,000 円／  448,000 円  

報  
 
酬  

議     長  
副  議  長  
議     員  

               365,000 円  
               336,000 円  
               320,000 円  

               円／     円  
               円／     円  
               円／     円  

 
 期  
 末  
 手  
 当  
 

市 区 町 村 長  
副 市 町 村 長  
収   入   役  

（22年度支給割合）  
2.95 月分  

 
議     長  
副  議  長  
議     員  

（22年度支給割合）  
2.95 月分  

 退  
 職  
 手  
 当  
 

 
市 区 町 村 長  
副 市 町 村 長  
収   入   役  

 （算定方式）      （１期の手当額）        （支給時期）  
 給料月額×17.52             13,472,880 円               任期ごと  
  給料月額×10.56             6,293,760 円               任期ごと  
 

備   考   
  (注)1 町長の給料の（）書は、平成２３年度引下げ改定前 

2 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期  
（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 
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７ 職員数の状況  

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  
 

（各年４月１日現在） 
          区 分 
部 門 

職  員  数 対 前 年
増 減 数

   主 な 増 減 理 由            
 平成22年 平成23年

普 
 

通 
 

会 
 

計 
 

部 
 

門 

一 
般 
行 
政 
部 
門 

議 会  
総 務  
税 務  
労 働  

農 林 水 産  
商 工  
土 木  
民 生  
衛 生  

1  
2 4  
8  
1  
2  
4  
8  

3 1  
2 3  

1
2 4
8
1
2
5
8

2 7
2 3

0
0
0
0
0
1
0

▲ 4
0

 
 
 
 
 
業 務 増  
 
事 務 の 統 廃 合 縮 小  
業 務 増  

計 1 0 2  9 9 ▲ 3  
教育部門 1 6  1 8 2 業 務 増  
消防部門 ―  ― ― ―  

小   計 1 1 5  1 1 7 2  
公 
営 
企会 
業計 
等部 
 門 

上 水 道  
下 水 道  
そ の 他  

3  
4  
5  

3
4
5

0
0
0

 
 
 

小   計 1 2  1 2 0
 

合  計 
 
 

1 3 0  
 

[   1 3 6 ]  

1 2 9

[   1 3 6 ]

▲ 1

[     0 ]

 
                         
    

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。  
    ２ [     ]内は、条例定数の合計である。  
 

 (2) 年齢別職員構成の状況（２３年４月１日現在）  
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区 分  

 

20歳  

 

未満  

20歳  

～  

23歳  

24歳  

～  

27歳  

28歳  

～  

31歳  

32歳

～  

35歳

36歳

～  

39歳

40歳

～  

43歳

44歳

～  

47歳

48歳

～  

51歳

52歳  

～  

55歳  

56歳  

～  

59歳  

60歳

 

以上

 

計  

 
 

職員数  
 

人  

 ０  
 

人

   １

 

人  

 ８  
 

人  

４

   

人

  ６

 

人

２ １

 

人

２ １

 

人

１ ２

 

人

２ ０

 

人  

２ ０  
 

人  

１ ５  
 

人

 １

 

人

1 2 9  
 

 

 (3) 職員数の推移  
                                  （単位：年度・人） 

区分 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年 過 去

5

年間の増減  

町長の事務部局の職員 112 108 107 110 107 ▲11 

議会の事務部局の職員 2 1 1 1 1 ▲1 

選挙管理委員会の事務部局の職員

（兼務） 

0 0 3 3 3 *** 

監査委員の事務部局の職員（兼務） 0 0 1 1 1 *** 

教育委員会の事務部局の職員 20 19 16 16 18 ▲2 

農 業 委 員 会 の 事 務 部 局 の 職 員

（ 兼 務 ）  

0 0 2 2 2 *** 

公営企業の事務部局の職員 3 3 3 3 3 0 

計 137 131 127 130 129 ▲8 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 


